
令和７年度 島原手延そうめんPR動画等制作事業業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務概要 

(１) 業 務 名 令和７年度 島原手延そうめんPR動画等制作事業業務委託 

(２) 業務内容 別紙「令和７年度 島原手延そうめんPR動画等制作事業業務委託仕様書」 

のとおり 

(３) 契約期間 契約締結の日から令和８年３月６日(金)まで 

 

２ 概算事業費（上限額） 

５，５００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

   ※上記金額以内の見積額とすること。 

 

３ 参加資格 

 (1) 本事業に参加できる者は、日本国内に住所を有し、次に掲げる項目に該当しないこ

と 

ア 地方自治体から指名停止を受けている又は受けることがあきらかであるもの 

イ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当するもの 

ウ 商法（明治32年法律第48号）に基づく整理開始の申立て若しくは通告、破産法

（平成16年法律第75条）に基づく破産の申立て、会社更生法（平成14年法律第154

条）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づ

く再生手続開始の申立てがなされているもの 

  エ 本プロポーザルへの参加表明書の提出時点において、都道府県及び市区町村税の

滞納があるもの 

   オ 提案書の提出期限の日までの６ヵ月間において、手形交換所で不渡手形を出した

事実又は銀行若しくは主要取引先から取引停止等を受けた事実があるもの 

   カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条

第２号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行うもの 

(2）本事業に参加できる者は、次に掲げる項目に該当すること 

事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員体制を有していること 



４ 応募書類等の配布 

公告の日から令和７年７月４日（金）午後５時までに、12「問い合わせ先・提出先」

に記載している担当部局及び本市のホームページで配布する。 

 

５ 参加表明書等の提出 

本事業に応募する場合は、参加表明書（様式第１号）を提出期限までに提出すること。 

(1) 提出方法及び提出期限 

令和７年７月４日（金）午後５時までに、下記の提出先に持参するか、郵送又はＦＡ

Ｘで提出すること。ただし、郵送の場合は、提出期限までに必着すること。 

 提出期限までに参加表明書が到着しなかった場合は、企画提案書を提出することがで

きない。 

 

６ 企画提案書等の提出 

(1) 提出書類 

ア 企画提案書 

別紙「仕様書」に示した業務内容に基づき、次に掲げる事項について、企画提案書

を提出すること。 

（ア）キャッチフレーズ 

島原手延そうめんのPR動画やポスター等において使用することを前提とした、

消費者の興味を引くような覚えやすいキャッチフレーズを提案してください。 

（例：そうめん やっぱり 揖保乃糸） 

 

（イ）ＰＲ動画制作 

島原手延そうめんが持つ特長や魅力を消費者に対し効果的に伝えることができ

ると考えるＰＲ動画（他産地のそうめんとイメージの差別化が図れる内容である

ことが望ましい）について、映像や絵コンテなど具体的に内容がわかる手法を用

いて提案してください。 

なお、ＰＲ動画は、同一テーマで、ＷＥＢ用（60秒程度）とテレビＣＭ用（15

秒）の２種類を提案し、（ア）のキャッチフレーズ及び「島原手延そうめん認証

マーク（補足資料参照）」を盛り込んだ内容としてください。 



また、動画については数年間の使用を想定しているため、動画の使用にあたり

毎年度高額な更新費用がかかるようなタレントの起用は控えてください。（更新

費用が必要な場合は、年間２０万円程度を限度とします。） 

 

（ウ）ポスター制作 

(イ)のＰＲ動画と連動した同一イメージのポスターデザインを提案してください。

同じく、ポスターについても（ア）のキャッチフレーズ及び「島原手延そうめん認

証マーク（補足資料参照）」を盛り込んだ内容としてください。 

 

（エ）その他 

その他、島原手延そうめんの知名度向上、消費拡大のために効果が高いと思われ

る事業があれば提案してください。 

 

イ 見積書及び内訳書 

    見積書の宛名は、「南島原市長 松本 政博」とすること。 

    見積書には、会社名、代表者氏名、代表者印、住所、見積年月日、件名及び見積金

額（消費税及び地方消費税の額がわかるように記載すること）を記入し、見積金額の

内訳を添付すること。 

ウ 会社概要資料（経歴、財務状況等がわかる資料） 

エ 担当予定者の略歴 

(2) 書類の仕様 

提出書類については、Ａ４版で作成すること。 

(3) 提出部数 ①企画提案書  ８部 

      ②見積書    １部 

        ③会社概要資料 ８部 

        ④その他資料  １部 

(4) 提出方法及び提出期限 

令和７年７月９日（水）正午までに、第13「問い合わせ先・提出先」に記載している

担当部局に持参するか、郵送すること。ただし、郵送の場合は、提出期限までに必着す

ること。 



(5) その他 

ア １応募者につき１提案（１企画書）とする。 

  イ 提出時には、企画提案書及び関係資料以外いかなる書類も受け付けない。 

   ウ 提出後の書類差し替えはできないものとする。 

   エ 提出された書類については返却しない。 

  オ 提出された書類については、本事業のプロポーザルに係る審査以外においては、

提出した者に無断では利用しない。 

 

７ 質問の受付 

 (1) 質問の方法及び受付期間 

  令和７年６月２７日（金）午後１時までに、持参、ファックス又は電子メールにて行

うこと。なお、ファックス又は電子メールを用いて質問する場合は、着信確認を行うこ

と。 

(2) 回答方法 

回答については、令和７年６月３０日（月）午後１時頃までに、本市ホームページに

て回答する。 

(3) その他 

下記趣旨の質問に対しては、回答を行わない。 

    ア 「実施要領」「仕様書」の明らかな誤読 

   イ 「実施要領」「仕様書」に対する個人的な意見 

   ウ 提案しようとする内容についての是非を問うもの 

   エ 質問者が自ら判断又は調査するべきもの 

   オ 事業と直接関係のない質問 

 

８ 選定方法と評価基準について 

令和７年度 島原手延そうめんPR動画等制作事業業務委託 プロポーザル審査委員会に

おいて、参加表明者から提出された企画提案書、プレゼンテーション及びヒアリング等に

より審査し、最も評価の高い事業者を契約候補者として選定する。 

 なお、選定結果については、すべての提案者に通知するが、選定の経緯は公表しない。 

 



（１） 開催日時 令和７年７月１４日（月）（予定） 

（２） 場    所 南島原市役所３階大会議室 

(南島原市西有家町里坊96番地２) 

（３） 時  間 １応募者につき30分以内とする 

（提案書説明20分、質疑５分を想定） 

（４） そ の 他 

  ア プレゼンテーションに参加できる人数は１応募者につき３人以内とする。 

イ プレゼンテーションでプロジェクターを使用する場合は、事前に担当部局へ連絡

すること。 

ウ プレゼンテーションに必要なサンプル品等がある場合は当日持参すること。 

エ 各事業者のプレゼンテーションの開始時間等については、文書の郵送又は電子メ

ール等を用いて通知する。 

 

９ 契約 

(1) 提案が採用された者であっても、契約手続の完了までは、本市との契約関係は生じ

ない。 

(2) 契約内容及び契約金額については、本要領及び企画提案書等に基づき契約候補者と

改めて協議を行い、必要に応じて見直しを行った上で決定し、契約を締結する。 

(3) 契約候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を記載した

書面を提出すること。なお、この場合は、次順位者を契約候補者とする。 

 

10 留意事項 

(1) 企画提案書等の作成提出、プレゼンテーション及びヒアリングに要する経費は、提

案者負担とする。 

(2) 企画提案書及び提出物に虚偽の記載を行った場合は、当該表明及び提案を無効とす

る。 

(3) 企画提案書の作成等のために本市から受領した資料は、本市の了解なく公表及び使

用することはできない。 

(4) 概算事業費については、見積時の予定価格を示すものではない。 

 



11 失格 

(1) 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

(2) 審査に出席できない場合 

(3) 本実施要領に示す企画提案書等の作成及び提出に関する条件等に違反した場合 

(4) 見積書の金額が概算事業費の上限額を超える場合 

(5) 評価の公平性に影響を与える行為又は選定結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為

を行った場合 

 

12 その他 

(1) 企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。た

だし、作成した者が認める場合は、本市と作成した者が協議し、提案者等の一部又は全

部を無償で使用することができるものとする。 

(2) 再委託については原則不可とする。ただし、業務を遂行するにあたり当該事業者が持

ち合わせていない専門的な部分等については、再委託を可能とする。その場合、企画提

案書等に再委託先の事業者名や再委託内容について記載すること。 

 

13 問い合わせ先・提出先 

〒８５９－２２１１ 

長崎県南島原市西有家町里坊96番地２ 

南島原市 地域振興部 商工観光課 そうめん振興班（担当 髙橋・天本） 

ＴＥＬ：０９５７－７３－６６３３ 

ＦＡＸ：０９５７－８２－３０８６ 

Ｍail ：somen@city.minamishimabara.lg.jp 


